
 



 



◎ 総合戦略の計画期間の延長の趣旨 

 町では、平成 27（2015）年 10 月に策定した「日野町くらし安心ひとづくり総合戦略」（計

画期間：平成 27 年度から５年間）に基づき、最終年度の取り組みを推進しているところです

が、令和元（2019）年６月 21 日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」

では、2020 年度以降５か年の総合戦略の策定に取り組むこととし、各地方公共団体において

も次期地方版総合戦略の策定を進める必要があることを示されたところです。 

 一方、町の最上位計画である「第 5 次日野町総合計画」の計画期間が令和２（2020）年で満

了することから、現在、「第６次日野町総合計画」の策定に向けて準備を進めているところです。

総合計画と総合戦略の双方は、関連性が高いことから、総合戦略の策定にあたっては、総合計画

との整合性を図っていく必要があります。 

 このことから、双方の取り組みを総合的・効率的に進めるため、総合戦略の計画期間を総合計

画に合わせ、１年延長し見直しを行うことについて、各種団体代表等の外部有識者の参画する

「日野町総合計画懇話会」において承認を得たところです。 

 ついては、「第６次日野町総合計画」の策定とともに次期総合戦略を策定することとし、人口

減少を克服するため、地方創生に資する目標を持ち、数値目標や重要業績評価指標（KPI）を設

定するなど総合戦略としての内容を備え、策定することとします。 

 

◎ 総合戦略の計画期間の延長に伴う見直し 

（１）主な施策について 

現在掲げている施策を引き続き実施するものとします。 

 

（２）人口の将来展望について 

「日野町人口ビジョン」で見通している将来展望人口 18,000 人台の維持と人口構造の安定

を引き続き目指し、次期計画の策定において新たに検討することとします。 

 

（３）延長する期間の重要業績評価指標（KPI）の設定について 

 現在掲げている重要業績評価指標（KPI）を引継ぎ、施策の進捗状況を踏まえ、必要に応じて

改訂することとします。 

 

（４）評価方法について 

 計画期間の延長に伴い、６年間の総括を令和３（2021）年度に行うこととなりますが、令和

２（2020）年度に、一旦５年間の効果検証を行い、次期総合戦略に反映させることとします。 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


